
掛川市規則第３号 

 

 

掛川市立幼保連携型こども園条例施行規則の一部を改正する規則をここに制定する。 

 

 

令和元年９月２４日 

 

掛川市長 

 

 

（別紙） 

  



掛川市立幼保連携型認定こども園条例施行規則の一部を改正する規則

掛川市立幼保連携型認定こども園条例施行規則（平成29年掛川市規則第４号）の一部を次のよう

に改正する。

第９条中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改める。

附 則

この規則は、令和元年10月１日から施行する。


